
番号 施設名 定員 電話番号 所在地 受け入れ年齢
開　所　時　間

＊時間外も含む
一時保育 休日保育

届1 LCA国際プリスクール 90 042-771-6141 緑区元橋本町37-34 2歳児～就学前 7：30～19：00

届2 幼児保育研究所  めだか子供の家 21 042-754-2732 中央区上溝1958-1 満3歳～就学前 8：30～18：30

届3 よるのほいくえん　こころのあくしゅ　※１ 14 042-813-3041 中央区上溝3890 約10ヶ月～就学前 〔火～土〕19：00～6：00 〇

届4 一般社団法人　マリア・モンテッソーリ子どもの家 25 080-3472-0607 南区鵜野森2-20-28 生後5ヶ月～就学前 8：30～17：30 〇

届5 一般社団法人　マリア・モンテッソーリ子どもの家分園 25 080-3472-0607 南区鵜野森2-20-2 2歳6ヶ月～就学前 8：30～17：30 〇

届6
よつば体育幼児園
よつば体育第２保育園

45 042-749-4541
南区文京1-1-29 橘ビル3F
南区文京1－7－19－103

2歳児～就学前 7：00～19:00

届7 キッズスクール相模大野　Kinder 14 080-5688-9765 南区相模大野8-4-10　サウスフロント相模大野１F 3歳児～就学前 7：00～20：00 〇

届8 あおぞらのたね保育室   ※1　　（一時保育のみ） 3 080-4084-9679 南区上鶴間6-21-27-1 満1歳～3歳児 9：00～16：30 〇

届9 Manitos International School 40 046-259-6288 南区相武台1-24-14　サンライズビル1F 2歳児～就学前 7：00～18：00

届10 親子のあそび場　遊誘（一時保育のみ） 3 090－5995－9523 緑区西橋本2－25－19 １歳児～就学前 ９：00～1４：00 〇

※１　届３よるのほいくえんこころのあくしゅ、届８あおぞらのたね保育室、届10親子のあそび場　遊誘は、幼児・教育保育の無償化対象外の施設です。　

番号 施設名 定員 電話番号 所在地 受け入れ年齢
開　所　時　間

＊時間外も含む
一時保育 休日保育

企1 シュタイナー保育園　とねりこ子どもの家
12

地域枠
(6)

050-3695-1717 緑区名倉2800-8 生後6ヶ月～就学前 7:30～18:30 〇

企2 ウィズルースト保育園
１９

地域枠
（9）

042-703-0835 緑区橋本台3-18-35  肥後ビル１F　B室 生後2ヶ月～2歳児 7:00～20:00 〇
利用者の

お子さんのみ対象

企3 ОＨＡＮＡ（オハナ）
12

地域枠
（6）

042-785-2966 中央区上溝2-10-25 生後6ヶ月～3歳児 7:30～18:30 ○

企4 保育園幸せふくろうさがみはら
12

地域枠
（6）

042-707-7356 中央区並木1-4-6 生後6ヶ月～就学前 7:30～19:00 〇

企5 カメリアキッズ相模原園
18

地域枠
(9)

042-707-7130 中央区相模原3-1-13　グランシャリオ相模原2F 生後2ヶ月～2歳児 7:30～20:30
利用者の

お子さんのみ対象

企6 よつば保育園
18

地域枠
(9)

042-711-7513 中央区相模原1-7-3　サンフェリーチェ1F 生後4ヶ月～2歳児 7:30～19:00

企7 相和交通事業所内保育所
19

地域枠
(9)

042-700-5151 中央区小町通2-11-5 生後6ヶ月～就学前 7:00～20:00 〇

企8 リーフキッズ保育園相模原
71

地域枠
(35)

042-704-9954 中央区相模原3-2-4　北爪ビル 生後6ヶ月～就学前 7:00～19:00 〇

企9 スマイルナーサリー橘
19

地域枠
（9）

042-755-0391 中央区光が丘2-24-1 生後2ヶ月～2歳児 7:30～18:30 〇

企10 めぐみ保育園
15

地域枠
(7）

042-705-1775 南区東林間4-6-13　ブレストビル１F 生後6ヶ月～2歳児 7:00～20:00 〇

企11 誠心保育園
１９

地域枠
（９）

042-705-2303 南区相模大野3-12-7 生後6ヶ月～2歳児 7:30～18:30 〇

保育内容や保育時間・料金等は施設によって異なり
ますので、必ず施設に確認ください。

【注】この一覧に記載されている施設は、市が保育料の負担軽減をしている施設(認定保育室）ではありません。
☆届出保育施設については、幼児教育・保育の無償化対象施設（一部施設除く）であるため、 保護者が無償化の申請後、保育の必要性が認められた場合、上限額まで無償化対象となります。
☆企業主導型保育事業は、内閣府所管の事業で企業が運営する認可外の保育事業です。開設、運営にあたっては、企業が国から助成金を受けています。
従業員対象の保育施設ですが、地域枠が設けられている場合は、地域のお子さんも利用できます。乳児室、保育室の面積基準は認可保育所と同じで、保育にあたる職員は基準の半数以上が保育士となっています。認可外施設
のため、利用者は市の保育認定を受ける必要はなく、施設の設置者と直接契約をします。（認可保育所等の利用申込みとは別になります。）
保育料についても、認可保育所の水準を参考に企業が設定しています。保育の必要性が認められた場合は、施設を通して国から無償化給付を受けることができます。地域枠の利用を希望する場合は、各施設に直接お問い合わ
せください。
※ 詳細については、直接施設にお問い合わせください。

届出保育施設・企業主導型保育事業一覧（相模原市認定保育室以外）

〇届出保育施設一覧 ２０２６年4月1日現在

〇地域児童受入可能な企業主導型保育事業一覧　 2026年4月1日現在


